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渡良瀬遊水地周辺の管理区間図

〒349‐1198 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番１号
TEL. 0480‐52‐3957
HP: http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

2015.1～2015.12

～ 平成27年に実施した利根川の維持管理に関する取り組みについて ～
渡良瀬遊水地は栃木、群馬、埼玉、茨城４県の県境にま
たがる日本で最大（面積約３３km2）の遊水地です。通常
は湿原や草地が広がっていますが、洪水時に渡良瀬川、思
川、巴波川の水をいったん取り込み、遊水地周辺や下流に
流れる量を軽減し、９月の関東・東北豪雨での出水では、
約１０,７００万m3（東京ドーム約８６杯分）を貯水し、
乙女水位観測所（思川）で約４７cm、中里水位観測所（巴
波川）で約８４cm、古河水位観測所（渡良瀬川）では約１
６８ｃｍの水位を低減させました。

１ 普段は湿地や草原がひろがって
いる ２ 洪水時には越流堤より遊水地内へ

水が流れ込み下流に流れる水の量
を減らす

３ 洪水が収まるまで、
遊水地内で水を貯め込む４ 洪水が収まると排水門をあけて遊

水地内に貯まった水を川に流す

渡良瀬遊水地の洪水調節のしくみ

谷中湖

第1調節池
第２調節池

第３調節池

関東・東北豪雨での出水状況（平成27年9月11日撮影）

谷中湖

第２調節池

第３調節池

第１調節池

平常時

加須市

古河市
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栃木市

板倉町

板倉町

栃木市

野木町

野木町
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古河出張所

藤岡出張所

渡良瀬遊水池出張所

渡良瀬調節池第１排水門

休泊川排水機場

栗橋水位観測所

堤防点検

堤防除草

河川巡視



1 2

堤防は洪水から地域住民の生命と財産を守る重要な
施設です。点検に必要な環境を整えるために、年に２
回の堤防除草を行っています。また、河川巡視や出水
期※前および台風期の徒歩での堤防点検、出水時の情
況把握など点検を行っています。
点検によって発見された変状は、早期に補修し、堤
防の安全性を確保しています。

情況把握（出水時）

※洪水が発生しやすい6月～10月までを出水期としています。

河川巡視

利根川の水は、私たちの飲み水となる水道水や工
場で使用される工業用水等の都市用水、さらには水
田や畑等のかんがい用の農業用水として利用されて
います。そのため、利根川や渡良瀬貯水池（谷中
湖）では、様々な河川環境を維持する取り組みを実
施しています。

Ｐ⑨へ☞

Ｐ③へ☞

堤防除草

堤防点検

利根川からの取水
（利根大堰）

渡良瀬貯水池（谷中湖）
干し上げ状況

水質事故対応訓練

水質調査分析作業

利根川を安全に利用してもらうためには、異常や危
険がないか、河川区域内において違法行為がないかな
ど、日頃の点検が必要です。このため、河川巡視や安
全利用点検等により河川の状態を把握し、異常や危険
箇所、違法行為等を発見した場合には、対策等を実施
したり、継続的な監視を行っています。

不法投棄

坂路の損傷

護岸に樹木繁茂

Ｐ⑦へ☞

河川巡視

履行検査

安全利用点検

河川管理施設※の点検は、河川巡視等の目視による
ほか、水門等のゲート設備や排水機場のポンプ設備、
監視カメラ、水位流量観測所等の水文観測施設につい
ては専門技術者が行っています。
設備に損傷や劣化を発見した場合には、補修や部品
交換、機器の調整などを行い、利根川沿川を洪水から
守っています。

ゲート設備（福川水門）

ポンプ設備（谷田川排水機場）水位流量観測所

Ｐ⑤へ☞

監視カメラ

※河川管理施設とは、河川管理者が管理している、川の流れを調整したり、洪水の被害を防
止する機能をもつ施設です。



A 堤防は地域住民の生命と財産を洪水から守る最も重要な施設です。このため、日々の河川巡視や定期
的な点検により堤防表面の変状（亀裂や陥没など）を早期に発見し、補修等の対策を講じることが重要
です。
利根川上流河川事務所管内では、左右岸合わせて約245kmの堤防が整備されており、これらの点検を
実施しています。

A 堤防の点検は、平常時において河川パトロール車により巡視員が点検する「河川巡視」、出水期前、
台風期及び出水期後において、堤防を徒歩で点検する「堤防点検」、出水中や地震直後に点検する
「情況把握」があり、それぞれの点検で堤防等河川管理施設の変状を確認し、変状を発見した場合に
は、応急措置を行ったり、変状規模の計測（写真撮影、マーキング等）を実施しています。

注）実際に変状が生じた場所とは異なります。

堤防に生じるさまざまな変状のイメージ

わだち

動物による穴

護岸上の植生繁茂

徒歩による堤防点検

A 平成27年の出水期前の堤防点検で確認され対策を実施した件数は
152件でした。このうち主な変状としては、『堤防の陥没や亀裂等』
が全体の５割程度を占めていました。変状に対しては土砂による充填
や埋戻しなどで補修を実施しました。また、『堤防の裸地化・輪だち
等』及び 『護岸の変状』がそれぞれ約１割を占めています。また、関
東・東北豪雨での出水では堤防２箇所で変状がありました。
これらの応急措置（補修）の主な実施事例は、次のとおりです。

対策が必要な変状【H27】

堤防の陥没

切り返しによる補修

点検時

措置後

応急措置（補修）の実施例【H27】

河川巡視による堤防の点検 出水中の情況把握

A 植生が繁茂する、出水期前と台風期の堤防点検前の年２回、堤防の
除草を実施します。堤防除草を行うことで、堤防法面のクラックや陥
没等の変状を容易に発見することができます。また、堤防を除草する
ことで、堤防及び堤防周辺の自然環境、生活環境も改善されます。

陥没

ハンドガイド式草刈機による除草

天端クラック

通路の排水不良

堤防点検で確認された変状の応急措置の事例 出水で被災した堤防の応急措置（補修）の事例
点検時

応急措置

補修完了

法崩れ

土のう埋戻し、シート張り

切り返し、張芝による補修

３

のり面クラック

利根川上流河川事務所では、９月の関東・東北豪雨の水害を受け「避難
を促す緊急行動」に取り組んでいます。そのひとつとして、洪水に対して
リスクが高い区間の沿川市町の危機管理担当部署、水防団及び沿川住民を
対象とした共同点検を実施しました。現地等で洪水に対してリスクの高い
区間、重要水防箇所、堤防点検の説明や参加者との意見交換を行いました。

参加者との意見交換

現地での説明

※その他の要因：法崩れ、侵食、空洞化等

堤防の陥没や
亀裂等
49%（75件）

堤防の裸地化
輪だち等
12%（18件）

護岸の変状
9%（13件）

その他※
28%（42件）

樹木・植生
の繁茂
3%（4件）

４

※堤防の変状を発見した場合は、裏表紙の各出張所への連絡をお願いします。

踏み荒しによる裸地

平常時の河川巡視や出水期前の堤防点検、出水時の情
況把握などの点検の結果、応急措置（補修）等の対応を
行うことで、堤防が良好に確保されています。９月の関
東・東北豪雨による思川及び巴波川では計画高水位を超
える出水でしたが、漏水や決壊などの大きな被害は生じ
ませんでした。

関東・東北豪雨での乙女地点（思川）の水位状況→

計画高水位超過
9/9 24:00～9/10 13:00



A 水文観測施設は、雨量や河川水位等を観測する施設です。
水文観測施設である雨量観測所や水位観測所で観測された

データは、河川の計画の立案や日常の水管理の他、洪水時の
水防活動や避難指示、渇水時の取水量等の判断基準などに利
用され、３６５日２４時間観測し、データは事務所へ無線回
線や光ケーブルにより送信されています。

A 水文観測施設は、雨量や水位を異常なく観測できるよう
定期的に専門技術者による機器等の点検を実施しています。
点検ではデータが定時に送信されるかを確認したり、観

測機器へのゴミの付着の有無、量水標の汚れ、記録機器に
異常が無いかなどの点検を行い、観測データの欠測（デー
タが取れないこと）を未然に防いでいます。 観測機器の点検 量水標の清掃

水位観測所
雨量観測所

９月の関東・東北豪雨では、利根川上流河川事務所
で管理する排水機場が合計約1,160万m3（東京ドーム
約9.3杯分 ）の内水（宅地側に貯まった水）を利根川
や渡良瀬川へ排水し、浸水被害を軽減しました。
特に、蓮花川（れんげがわ）排水機場は６日間にわ

たり連続運転をしましたが、日頃の点検や修繕のおか
げで設備にトラブルは発生しませんでした。

５

上空から見た排水運転中の蓮花川排水機場
（平成27年9月10日・栃木県栃木市）

水門では、洪水をせき止めるゲートを動かすための電源、モータ・ブレーキ・歯車などに劣化や
異常が無いか検査したり、機械が長持ちするよう調整や給油などをしています。また、ゲートは鉄
製のため腐食して強度が弱くならないよう塗装の状態なども観察しています。
排水機場では、ポンプのエンジン・減速機などの変調を把握するため、運転時の振動や温度など
の計測やセンサーの作動試験、性能を保つための調整や消耗部品の取り換えなどをしています。ま
た、水門や排水機場の安全な操作や、日常の川の状態確認に不可欠な監視カメラも、部品の劣化を
調べたり、きれいな映像を撮影できるよう清掃や調整をしています。
これらの点検は、経験豊かな専門分野の技術者が実施することで、機械設備や電気・通信設備の
信頼性を確保し、さらに修繕で装置などを交換する場合には、機能だけでなく、故障のしにくさ、
点検のしやすさ、故障しても機能を喪失しない構造への改良なども同時に取り組んでいます。

A

渡良瀬川 蓮花川排水機場

排水

蓮花川

新開橋

ゲート開閉装置のブレーキ点検 排水ポンプの振動計測

９月関東・東北豪雨において、支川に設置され
た排水機場の排水能力を超えた３箇所、また、排
水機場の設備が浸水故障し排水不能となった３箇
所の合計６箇所へ、自治体の要請により、当事務
所所有の災害対策用機械を含めた合計2３台（排
水ポンプ車１４台、照明車９台）を派遣し、流域
の浸水被害の軽減に努めました。
これらの災害対策用機械についても、いつでも

出動できるように維持管理を行っています。

災害対策用機械の活動状況

与良川から渡良瀬第２調節池
（渡良瀬川）へ排水機場とポン
プ車１台の共同にてポンプ排水

赤津川から渡良瀬第３調節池
（渡良瀬川）へポンプ車４台で、
ポンプ排水

水門は、支川が本川に合流する箇所や調節池の
出入口など堤防を分断して設けられ、開口（水
路）部の堤防機能としてゲートを設けた施設です。
当事務所では、水門を８箇所管理しています。
排水機場は、洪水で支川から本川への流水や内
水の自然排水が困難となった場合、ポンプにより
強制的に排水させる施設で、当事務所では、排水
機場を６箇所管理しています。

A

※上記の水門や排水機場の他にも、渡良瀬貯水池（谷中湖）にある水門６箇所、機場１箇所を管理しています。

渡良瀬調節池第１排水門 休泊川排水機場

A 水文観測施設で観測された、雨量や水位のデータは、一般の方も「事務所ホームページ」や「川の防
災情報」から、パソコンや携帯電話等で確認することが出来ます。また、国土交通省では、近年多発す
る局地的な大雨（ゲリラ豪雨）に対し、高頻度かつ高分解能での観測が可能なＸバンドＭＰレーダによ
る降雨観測状況についても、一般の方に配信していますので、河川を利用する際にはご利用下さい。

【水位・降水量】
事務所ＨＰ：
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

【水位・降水量・降雨状況】
川の防災情報：
http://www.river.go.jp/

【降雨状況】
Xﾊﾞﾝﾄﾞﾚｰﾀﾞ：
http://www.river.go.jp/xbandradar/電気不要の予備動力を備えた開閉装置

（稲戸井排水門・茨城県）

６



A 安全利用点検とは、河川利用者が安全に河川内を利用できるように、
河川の利用者が多くなるゴールデンウィーク前と夏休み前に堤防や護岸、
親水施設、階段等の河川内にある施設について点検を行っています。
平成２７年も８出張所においてゴールデンウィーク前の４月に２０１
箇所、夏休み前の７月に２０４箇所の点検を実施しました。

７

河川巡視の実施状況【H27】

河川は自然現象によって、その状態が日々変化しています。その
ため、計画的に河川を巡視し、堤防や水門等の河川管理施設や河岸等
に異常がないか、河川区域内において違法行為等がないかなど「河川
の状態を把握」するために、巡視を行い、異常や違法行為などを発見
した場合には、必要に応じて対策を実施したり、経過を観察していま
す。
また、河川の利用状況や自然環境等もあわせて、河川の状況把握

を日々行っています。 河川巡視の実施状況

平成27年の河川巡視で発見されたもの
は「ゴミの投棄などの違法行為」、「堤防
等河川管理施設の変状」に関する項目が全
体の多くを占めていました。
違法行為については発見次第、注意、指

導を行うとともに、河川巡視の強化、警告
看板の設置や、警察や自治体等と協力し、
違法行為の対策を行います。また、異常
（変状）が確認され、緊急的に改善が必要
な箇所では補修を実施しました。

８

巡視で確認した状況

A

施設の異常

許可を得ていない船の係留 ゴミの投棄堤防でのゴルフ
（堤防を痛めたり、危険な行為）

違法行為

坂路の損傷

水路への土砂堆積

ゴミ投棄の現場検証
（警察との連携）

水上巡視

河川巡視は、堤防天端や河川敷の管理用通路等から、
河川パトロール車に乗車した河川巡視員が、堤防や施設
の見回りを行っていますが、河岸（水際/川辺の土地）
については、管理用通路や対岸からの目視は困難なため、
ボートを使用した水上巡視を定期的に行っています。
水上巡視を行うことで、河岸はもとより、橋の橋脚

部や橋桁裏面等を間近で目視による確認が出来ます。河岸の状況

点検後の補修の実施例【H27】
安全利用点検をした結果、危険な箇所と判断したゴールデンウィーク前の４０箇所、夏休み前の２５箇
所について、進入防止柵の設置、注意喚起の看板の設置・補修、階段など見えにくい箇所では除草を実施
し、河川利用者が安全に利用できるようにしました。

・除草による機能回復・木橋手摺りのぐらつき→ボルト締（材料交換）

老
朽
化
し
た
橋
梁

階
段
の
植
生
繁
茂

・転落の危険性がある箇所への進入防止柵の措置 ・立入禁止看板の補修

転
落
の
危
険
箇
所

注
意
看
板
の
破
損

点検時 措置後

点検時 措置後

点検時 措置後

点検時 措置後

安全利用点検の実施状況

A 河川管理者が行う安全利用点検とは別に、河川内にある橋梁や運動場、樋門等の河川管理者以外
の者が管理する施設が適正に維持管理されているか、また、出水に対して問題がないか等を出水期
前に施設管理者と河川管理者が立会い、施設の検査（点検）を行うことを「履行検査」といいます。
平成２７年は１５６施設の履行検査を行い、そのうち１０施設について、適正な維持管理を行う

ように施設管理者へ指示を行いました。

運動場の履行検査 橋梁の履行検査 樋門の履行検査

ゴミの投棄など
の違法行為
３１％（2,039件）
＜不法投棄、不法占用など＞

堤防等河川管理
施設の変状
５１％（3,382件）
＜堤防亀裂、植生繁茂など＞

河川利用状況
９％（607件）

自然環境
の状況

９％（627件）



利根川の水は、私たちの飲み水となる水道水や工場での生産過程等で使用される工業用水等の都市
用水として、さらに水田や畑等のかんがい用の農業用水として利用され、これらの河川の水を利用す
ることを「利水」といい、利根川の水は私たちの生活を支えている大切な水といえます。

A

←利根川からの取水
（利根大堰）

９ 10

海や河川、湖等に油類や化学物質が流れ出ることを水質事故といいます。河川に油や化学物質が流
れ出た場合には、水道用水や工業用水、農業用水に利用できなくなり、私たちの生活に影響を及ぼしま
す。また、利根川に生息して

A

A 水質事故が発生した場合は利根川沿川の自治
体や、水道水や工業用水、農業用水を取水してい
る事業者等に連絡を行う他、油の場合は下流へ拡
散しないようにオイルフェンスの設置、オイル
マット等による油の回収。また、化学物質の場合
には、河川の水を採水して分析を行い、どの程度
影響があるか情報提供を行います。

水質事故の種別件数推移
（利根上センター）

水質事故対応訓練

オイルフェンスの設置 河川水の採水状況

渡良瀬貯水池（谷中湖）
干し上げ時（貯水位 Y.P+8.3ｍ）

渡良瀬貯水池（谷中湖）は、平成２年８月の渇水補給時に植物プランクトンの増殖が原因と思われるカ
ビ臭が発生したため、遊水地に自生するヨシ等の植物を利用した水質浄化や谷田川分離施設、冬場に干し
上げ（４０日間程度）などの各種水質保全対策を実施し、良好な水質の確保に努めています。
干し上げは貯水位を低下させ、湖底面（底泥）を日光や空気にさらす（乾燥させる）ことによって、カ

ビ臭原因物質である植物プランクトンなどを減少させ、カビ臭発生を抑制させる効果があります。

A

■：陸化、■：水面

干し上げ実施により
カビ臭の発生が近年
減少

干し上げ実施（H16.1～）

ヨシ原浄化施設（H14.4～）
谷田川分離施設（H11.4～）

る生物にも大きな影響がある
ことから、流域自治体と連携
し、チラシを作成するなどの
水質事故を防止する対策や、
さらに水質事故が発生した時
の対応訓練も実施しています。

A類型(2mg/l)
を満足

川の水質は水のきれいさを指標するもので、
水利用や生物への影響の判断としています。
水質調査は、毎月１回定期的に実施してい

ます。利根川上流河川事務所管内における現
在の水質は、川の水質の程度を示す指標であ
るBOD（生物化学的酸素要求量）を見ると過
去10年、A類型※（2mg/l）を満足しています。

A

※Ａ類型：水質環境基準により、河川の利水目的や水質の汚濁状況で６段階に類型が指定され、Ａ類型はきれいな方から２番目です。

特に東京都の水道水の水源は、利根川（水系）の水が約８割
利用（荒川水系も含む）されており、これらは、利根大堰、武
蔵水路を経て荒川や江戸川から取水され、利用されています。

利根川と荒川→

河川巡視により把握された不法投棄のデータをも
とゴミマップを作成しています。
このゴミマップを活用して、不法投棄の多い場所

を把握し、その場所へ看板や車止め等を設置したり、
不法投棄対策に役立てています。また、事務所ホー
ムページや沿川自治体へ配布、渡良瀬遊水地で実施
しているクリーン作戦の会場などで掲示し、不法投
棄防止啓発にも役立てています。

A

ゴミマップの一例

ゴミマップの公表：
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index014.html

（ng/l）

（mg/l）


